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地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部 

研修生等受入細則 

 

 

（目的） 

第１条 地方独立行政法人北海道立総合研究機構研修者等受入規程（平成２２年４月１日規

程第６６号、以下「規程」という。）に基づき、地方独立行政法人北海道立総合研究機構

農業研究本部における研修生、実習生、インターンシップ（学生実務研修）（以下「研修

生等」という。）の受入れについては、規程に定めるもののほか、この細則の定めるとこ

ろによる。 
 

（対象者） 

第２条 研修、実習、インターンシップ（以下「研修等」という。）の対象者は、次に該当

する者とする。 
（１）農業に関係する団体、行政機関等の職員であって、研修を受けることがその団体等の

技術向上に役立つと認められる者 
（２）生産者（後継者、新規就農予定者を含む） 
（３）大学、短期大学、高等専門学校、高等学校（以下「大学等」という。）の学生であっ

て、授業科目の一環として大学等から受入れの希望があり、かつ研修の成果を今後の研

究活動に反映できる能力と資質を有することが認められる者 

 

（申請） 

第３条  規程第３条に基づく申請にあたって、研修等を申込む機関及び大学等（以下「申請

機関」という。）は、研修開始希望日の原則として１０日前までに、申込書（別記第１号

様式）を理事長に提出しなければならない。 

 

（研修等の承諾） 

第４条 規程第４条に基づき受入れを決定した場合、理事長は受入れ担当グループ及び担当

研究職員を定め、併せて通知する。 

 

（研修内容の変更又は取消し） 

第５条 規程第１０条のほか次のいずれかに該当する場合、理事長は、研修内容の変更又は

取消しをすることができる。 

（１）担当研究職員の指示に従わないとき 
（２）試験場の体面を著しく汚す行為があったとき 

（３）研修意欲に欠けると認められたとき 

（４）研修期間の２割を超えて欠席したとき 

 

（覚書の取り交し） 

第６条 受入れを決定した場合、申請機関と理事長は、不測の事態に対処し、覚書（別記第

２号様式）を取り交すものとする。 

 

（服務の厳守） 

第７条 研修生等は、研修期間中、規程第５条第２項のほか服務心得（別記第３号様式）を

遵守しなければならない。 
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（誓約書） 

第８条 規程第５条第１項に基づく誓約書は別記第４号様式のとおりとする。 

 

（研修日誌） 

第９条 規程第１２条に基づく研修結果報告書については、研修日誌（別記第５号様式）を

提出させることにより替えるものとする。 

 

（研修等の証明） 

第 10 条 申請機関から研修等の証明を求められた場合は、理事長は研修生等の研修内容につ

いて証明を行うものとする。 

 

（その他） 

第 11 条 この細則に定めるもののほか、研修生等の受入れに関して必要な事項は、場長が定

めるものとする。 
なお、研修等の対象者が行政機関の職員である場合で、農業研究本部長が特に認める場

合は、第３条及び第８条に定める書類の提出並びに第６条に基づく覚書の取り交しを要し

ない。 

 

 

 

附 則 

この細則は、平成２２年６月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成２２年８月２６日から施行する。 
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別記第１号様式 

研 修 等 申 込 書 

 

地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長 様 

平成  年  月  日 

申込機関名 

 

 

担当部署：           担当者： 

 ＴＥＬ：   －   －    ＦＡＸ：   －   －    

研修等希望者 

所 属 

  

（       学部     学科・専攻）（学年  年） 

(ふりがな) 

研修等希望者 

氏 名 

 

 

昭和・平成  年  月  日生 （  歳） 

 

男・女 

 

連 絡 先 

    〒    －     

住 所  

 

               ＴＥＬ(自宅)    －   －   

                               (携帯)    －   －   

希望研修 
期  間 

    月   日 ～   月    日 

希望部署 
第１希望 

 

第２希望 

 

希望理由 

 

 

 

備  考 
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別記第２号様式 
 

覚       書 
 

地方独立行政法人北海道立総合研究機構（以下「甲」という。）と○○○○○○○（以下

「乙」という。）とは研修生等の受入れについて次のとおり覚書を取り交わす。 

 

（研修生等の氏名） 

第１条 甲は、乙の依頼に係る次の者（以下「丙」という）を研修生等として受け入れる。 

氏 名   

 

（丙の研修期間等） 

第２条 丙が甲において研修等を実施する期間等は、次のとおりとする。 

（１）研修期間   

（２）研修課題   

 

（服務） 

第３条 丙は、研修期間中甲の職員に準じた服務規律及び諸規則を遵守しなければならない。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第４条 研修期間中、甲は丙に対し、給与、報酬及び旅費は支給しない。また、研修等に要

した費用については、乙又は丙の負担とする。 

 

（賠償責任） 

第５条 乙は、丙が研修期間中に重大な損害を甲に与えたときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。 

 

（研修生の傷病） 

第６条 丙の研修期間中における傷病及び災害に対する救済については、乙の責任において

これを行うものとする。 

 

（研修内容の変更又は取り消し） 

第７条 甲は、次のいずれかに該当するときは、研修内容を変更又は取り消すことができる。 

（１）担当研究職員の指示に従わないとき 
（２）試験場の体面を著しく汚す行為があったとき 
（３）研修意欲に欠けると認められたとき 
（４）研修期間の２割を超えて欠席したとき 

 

（その他） 

第８条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙協議して定めるものと

する。 

 

この覚書を証するため、本書２通を作成し、甲・乙両者記名押印の上、各自その１通を保

存するものとする。 

 

平成  年  月  日 

甲  地方独立行政法人北海道立総合研究機構 
理事長 

 
乙  住所 

氏名 
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別記第３号様式 

 
 

研 修 生 等 服 務 心 得 

 

 

研修生等は、研修期間中次のことを守らなければならない。 

 

 

１ 研修生等の勤務時間は、地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部○○農業

試験場職員に準ずるものとする。 

 

２ 研修生等は、担当研究職員の指示に従い研修等を受けること。 

 

３  研修生等は、研修期間中に知り得た秘密を漏らしてはいけない。 

 

４ 研修生等は、常に施設、備品等を大切にすること。 

不注意等により破損した場合は賠償する。 

 

５ 研修生等は、毎日の研修内容を別に定めた研修日誌に記入し、担当研究職員の指示によ

り提出する。 

 

６ 研修生等は、病気等のため予定されていた研修等を受けられない場合は、あらかじめ担

当研究職員にその旨連絡をする。 

 

７ 研修生等が次の事項に該当する場合は、研修内容を変更又は取消すことがある。 

（１）担当研究職員の指示に従わないとき 

（２）試験場の体面を著しく汚す行為があったとき 

（３）研修意欲に欠けると認められたとき 
（４）研修期間の２割を超えて欠席したとき 
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別記第４号様式 
 

誓  約  書 

 

 

 

私は、地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部○○農業試験場において研修

等を受けるに当たり、研修生等服務心得を遵守することを誓約します。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 
氏 名                                 印 

 

 

地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

理事長         様 
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別記第５号様式 
 

研  修  日  誌 

 

 

 

研修生等氏名                    

 

 

平成  年  月分 

 

 

日 

 

曜 

 

研  修  内  容  等 

 

 

 

 

 

 

月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

 

担当研究職員氏名       

 


